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（変更）「商号の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ」の一部変更について 

 

平成 30年５月 15日に開示いたしました「商号の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ」にお

いて、記載内容に一部変更が生じましたので、お知らせいたします。 

なお、変更箇所には下線を付しております。 

 

記 

 

【変更前】 

 １．商号の変更について 

 （２）新商号（英文表記） 

     株式会社エルアイイーホールディングス（英文：Life Intelligent Enterprise Holdings   

Co.,Ltd.） 

 

２．定款の一部変更 

（２）定款変更の内容 

  定款の変更内容は以下のとおりとします。 

（下線は変更部分であります） 

現行定款 変更案 

第 1 章 総 則 第 1 章 総 則 

第 1 条 当会社は、株式会社 東理ホールディ

ングスと称し、英文では、Ｔｏｒｉ Ｈ

ｏｌｄｉｎｇｓ ＣＯ., ＬＴＤ.と表

示する。 

 

第２条～第 39 条（条文省略） 

 

 

（新設） 

第 1 条 当会社は、株式会社エルアイイーホール

ディングスと称し、英文では、Life 

Intelligent Enterprise Holdings 

Co.,Ltd.と表示する。 

 

第２条～第 39 条（現行どおり） 

 

 

附則 

（定款の一部変更の効力発生日） 

第１条の変更の効力発生日は、平成 31

年１月１日とする。なお、本附則は第１

条の変更の効力発生日経過後、これを削

除する。 
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【変更後】 

 １．商号の変更について 

（２）新商号（英文表記） 

     株式会社エルアイイーエイチ（英文：Life Intelligent Enterprise Holdings  Co.,Ltd.） 

 

２．定款の一部変更 

（２）定款変更の内容 

  定款の変更内容は以下のとおりとします。 

（下線は変更部分であります） 

現行定款 変更案 

第 1 章 総 則 第 1 章 総 則 

第 1 条 当会社は、株式会社 東理ホールディ

ングスと称し、英文では、Ｔｏｒｉ Ｈ

ｏｌｄｉｎｇｓ ＣＯ., ＬＴＤ.と表

示する。 

 

第２条～第 39 条（条文省略） 

 

 

（新設） 

第 1 条 当会社は、株式会社エルアイイーエイチ

と称し、英文では、Life Intelligent 

Enterprise Holdings Co.,Ltd.と表示す

る。 

 

第２条～第 39 条（現行どおり） 

 

 

附則 

（定款の一部変更の効力発生日） 

第１条の変更の効力発生日は、平成 31

年１月１日とする。なお、本附則は第１

条の変更の効力発生日経過後、これを削

除する。 

 

 

以上 


